
【春の防災運動】毎年、春と秋に実施される全国火災予防運動。春は 3 月 7 日が消防記念日であることから、
3 月 1 ～ 7 日と定められています。また、建築物防災週間も同期間に実施。これは火災や地震、がけ崩れ等に
よる建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、建築物の防災対策を推進
する取り組みです。期間中は全国各地で消防訓練や防災に関する催しが行われますが、社内の防災意識も高め
たいところ。内閣府の「令和３年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」によれば、企業が災
害などに遭遇した際に事業の継続や復旧を図るための BCP（事業継続計画）を「策定済み」なのは、大企業
が 70.8％、中堅企業が 40.2％でした。新年度を迎える前に防災への取り組みを見直してみてはどうでしょうか。

東京スカイツリーと河津桜のライトアップ　K@zuTa／PIXTA（ピクスタ）
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※各月の異名を集め、代表的なものの由来を
　説明します。

弥生（やよい）
…「弥」には「ますます」という意味
があり、かつて 3 月を「木草弥生い
茂る（きくさいやおいしげる）」月と
表現しました。それが「弥生」に転じ
たようです。また、竹の葉が陰暦の 3
月頃に黄色に色づくことから「竹秋（ち
くしゅう）」とも呼ばれます。

（他の異名）花見月（はなみづき）、嘉
月（かげつ）、夢見月（ゆめみづき）、
桜月（さくらづき）など。

3月の異名

2023. 3 March

賃金のしくみとベア・定昇のあり方
８割超の企業が2023年度に賃上げを予定賃金

TOPIC
1

が国の賃金は、世界第 3 位
の経済大国でありながら、

先進諸国の中では低く、OEDC（経
済協力開発機構）の 2021 年のデー
タで見ると、日本の平均賃金は調
査対象 34 カ国のうち韓国よりも低
く 24 位となっています。しかも、
約 20 年間の上昇率の推移を見ると
ほとんど横ばいの状況で他国との
差が拡大しています。
　厚生労働省が発表した 2022 年
10月の毎月勤労統計調査によると、
労働者一人当たりの実質賃金は７
カ月連続で減少し、前年同月比で
マイナス 2.6％と物価高騰に賃金の
伸びが追い付かない状況が続いて
います。他方、賃上げの状況につ
いて、東京商工リサーチが実施し
た 2023 年度の「賃上げに関するア
ンケート」調査によると、2023 年
度に賃上げを実施する予定の企業
は 81.6%。2022 年度の 82.5% から
0.9 ポイント下落したものの、2 年
連続の 8 割台をキープし、「急激な
物価上昇のなか、賃上げ実施に前
向きな企業が増えている」として
います。こうした状況下において、
改めて賃金とは何かを含め、自社
の賃金のあり方そのものを見直す
ことも必要となります。
●賃金とは
　労働基準法では、「賃金とは、賃
金、給料、手当、賞与その他名称
の如

い か ん

何を問わず、労働の対償とし
て使用者が労働者に支払うすべて

のものをいう」（第 11 条）と定義
しています。つまり、従業員にとっ
て賃金とは働いた結果の対価とな
るものであり、基本給、各種手当、
賞与、通勤交通費、現物給与（社
宅等）といった会社が支払うもの
の総称です。
●賃金の構成
　賃金を見直す場合には、まず自
社の賃金構成（または賃金体系）
がどのようになっているのかを把
握しなければなりません。賃金は
様々な項目の組み合わせで構成さ
れています。一般的な賃金の構成
は、「基準内賃金」と「基準外賃金」
に分かれます（図表参照）。
　基準内賃金とは、就業規則等で
定められている所定労働時間に労
働した場合に支払われる賃金で、
基本給と諸手当に分けられます。
　基準外賃金とは所定労働時間外
に支払われる賃金のことで、時間
外手当（いわゆる残業手当）と休
日出勤手当などがあります。

●基本給の決め方
　基準内賃金の基本給についての
法的な決まりはありませんが、厚
生労働省によれば、「毎月の賃金の
中で最も根本的な部分を占め、年
齢、学歴、勤続年数、経験、能力、
資格、地位、職務、業績など労働
者本人の属性又は労働者の従事す
る職務に伴う要素によって算定さ
れる賃金で、原則として同じ賃金
体系が適用される労働者に全員支
給されるもの」と定義されていま
す。これに基づけば、基本給は労
働者の年齢、学歴、勤続年数等の
属人的要素をもとに決められる属
人給的なもの（年齢給、学歴給、
勤続給）と、労働者の経験（キャ
リア）、職務遂行能力、職務内容、
業績や成果等を反映する仕事給的
なもの（職務給、職能給、成果給、
業績給など）に区分されます。
　以前の日本は、長期終身雇用、
年功序列のもとに属人的要素の占
める割合の高い賃金体系でした。

しかし、属人給的な賃金は、能力
向上や成果が賃金の上昇に反映さ
れにくいこと、社内競争が少なく
組織活性化が図れないこと、社員
の高齢化に伴う人件費の高騰など
を背景に賃金に占める比重は大き
く減少しつつあります。特にこれ
からの我が国は、労働力の減少に
伴い若年労働者の確保、高齢者（定
年後再雇用者など）・外国人・女性
の労働力を積極的に活用していか
ねばなりません。そうした中では、
属人的な要素に基づく賃金ではな
く、専門知識や職務遂行能力の高
さ、成果、業績貢献度、職務に応
じた果たすべき役割などに比重を
置き、適正な評価を反映する仕事
給への転換を図ることで優秀な人
材を確保することが必要です。
●ベースアップと定期昇給
　先に述べたとおり、連合は今年
の春闘において、ベースアップ３％
程度、定期昇給含め５％程度の賃
上げを求めることとしました。一
般に月例賃金の引き上げには、定

期昇給（定昇）とベースアップ（ベ
ア）という２つがあります。
　定昇とは、会社の定める時期に
社員の基本給などの賃金を引き上
げることをいい、ベアとは社員全
体の基本給などの賃金水準を底上
げすることをいいます。例えば、
基本給の一部の構成に年齢給や勤
続給など、年齢や勤続年数に応じ
て年齢が 1 歳、勤続年数が 1 年
増えると 500 円増えるような賃金
テーブルを設定している場合にお
いては、年齢や勤続年数が増える
ごとに定期的に賃金が 500 円ずつ
昇給することになります。これを
定期昇給といいます。定期昇給は
能力にかかわらず昇給するので年
功的要素があります。他方、ベア
は前述の年齢給や勤続給の引き上
げ単価を 500 円から 600 円にする
など賃金テーブル全体を増額する
ことをいいます。20 歳で 20 万円
の賃金だった社員に対し１％のベ
アがあると、同じ 20 歳でも 20 万
2000 円となります。ベアは基本給

労働組合の中央組織「日本労働組合総連合会（連合）」は春闘に向けて、物価の上昇などを
踏まえ、賃上げはベースアップ相当分と定期昇給分とをあわせて 5％程度と高い水準を掲げてい
ます。改めて賃金のあり方を見直してみましょう。

我

が底上げされるので、社員にとっ
ては好ましいことですが、会社か
らすると人件費の増加という負担
増を招くことになりますので、会
社の業績および今後の見通しを踏
まえて慎重に検討しなければなり
ません。
●諸手当について
　先に述べた厚生労働省の定義に
よれば「住宅手当、通勤手当など、
労働者本人の属性又は職務に伴う
要素によって算定されるとはいえ
ない手当や、一部の労働者が一時
的に従事する特殊な作業に対して
支給される手当は基本給としない」
としています。したがって、基準
内賃金であっても、社員の生活補
助的な手当（家族手当、住宅手当
など）は、定期昇給やベースアッ
プの対象外ということになります。
　このような手当はその支給資格
などを就業規則や給与規程に定め、
それに該当する社員に対して公平
に支給されるものです。
　しかし最近、こうした生活補助
的な住宅手当や家族手当は、その
負担の有無と仕事やその実績での
関係性が認められないということ
もあり、見直す会社も増えていま
す。
　また、働き方改革に伴う「同一
労働同一賃金」（同じ業務、同等
の仕事量の正規社員と非正規社員
で、勤務状況に差がない場合、同
じような賃金を支払うとするもの）
の観点から、これまで正規社員の
みに支払われていた手当があれば、
非正規社員にも支払うようにしな
ければなりません。そうした観点
からの手当支給の見直しも必要と
なってくるでしょう。

年齢給・勤続給

職務給・職能給

業績給・成果給

役職手当

通勤手当

家族手当

住宅手当

精勤・皆勤手当

時間外手当

休日出勤手当

深夜手当

基本給

基準内賃金

基準外賃金

諸手当

賃金

賃金の構成例

サンプル
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民間企業の雇用者数が過去最高に
「令和４年 障害者雇用状況」を公表

約2割がコスト上昇分を価格転嫁できず
中小企業の価格交渉の状況調査

業績好調な中小企業の過半数が推進
「DX」への取り組みに関する調査

専門家による無料相談窓口も開設
中小企業の海外販路拡大を支援

新年度から50万円を支給
出産育児一時金を増額へ

経営者保証に依存しないために
「経営者保証改革プログラム」を策定

01 04

0502

03 06

ROUMU NewsBOX

2023. 3 March

　厚生労働省が公表した「令和４年 障害者雇用状況」の
集計結果によると、2022年６月１日現在の民間企業
の雇用障害者数は61万3958.0人で前年より2.7％（1万
6172.0人）増加しました。実雇用率も2.25％と、対前
年比0.05ポイント上昇しており、いずれも過去最高を
更新しています。現在、障害者雇用促進法では民間企業
における障害者の法定雇用率を2.3％と定めています。
今回の調査で法定雇用率を達成した民間企業の割合は
48.3％で、前年より1.3ポイント上昇しています。

　経済産業省は金融庁・財務省と連携のもと、経営者保
証に依存しない融資慣行の確立を加速させるための「経
営者保証改革プログラム」を策定しました。重点的に取
り組むのは、①スタートアップ・創業、②民間金融機関
による融資、③信用保証付融資、④中小企業のガバナン
スの4分野。④においては、経営者保証解除の前提とな
るガバナンスに関する中小企業経営者と支援機関の目線
合わせを図ります。また、民間ゼロゼロ融資等の返済負
担軽減のためのコロナ借換保証も創設しています。

　中小企業庁では3月と9月を「価格交渉促進月間」とし、
中小企業が原材料費や労務費などの上昇分を、発注元
企業に適切に価格転嫁しやすい環境の整備に取り組ん
でいます。その一環として公表された「価格交渉促進月
間（2022年9月）のフォローアップ調査」では、受注側中
小企業のコスト全体の上昇分に対して発注側企業が価格
転嫁に応じた割合「価格転嫁率」は46.9％でした。また、
20.2%の中小企業がコスト上昇分をまったく価格転嫁
できておらず、今後も促進に努めるとしています。

　独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社日本貿
易保険（NEXI）、日本政策金融公庫は共同で、海外展開
に取り組む中小企業・小規模事業者への支援強化のため
の「海外ビジネス支援パッケージ」を構築しました。３機
関それぞれが中小企業の海外販路拡大に有用な支援策を
持ち寄り、事業計画策定支援や金融支援などを展開。ま
た、海外取引に精通する専門家による無料相談や、輸出
未経験事業者を対象にした商品開発や販売戦略などを診
断する無料輸出診断サービスも行っています。

　厚生労働省の社会保障審議会（医療保険部会）で、出産
育児一時金の引き上げが了承されました。現在、原則と
して１児につき42万円が支給されていますが、全国一
律で50万円に増額される予定です。これは、出産費用
が年々上昇している中で標準的な費用を賄えるようにす
ることを目的とした引き上げで、48.0万円（2022年度
の全施設平均出産費用の推計額）＋1.2万円（産科医療補
償制度の掛金）＝49.2万円を基準に算出されています。
施行は2023年4月1日を予定しています。

　スイスの国際経営開発研究所が発表した「世界デジタ
ル競争力ランキング2022」で日本は対象63カ国・地域中
29位と、DX化が進んでいるとはいえません。そこで帝国
データバンクが「業績好調な中小企業の『DX』取り組み動
向調査」を行ったところ、2期連続増収増益の中小企業で
DXに「取り組んでいる」企業は半数程度の52.3％でした。

「取り組む予定はない」企業は12.0％に留まることから、
DXへの関心は高いようです。また、DX化の成果が最も
出ている取り組みは「業務効率化・生産性向上」でした。

企業として取り組むべきSDGsとは何か
「誰一人取り残さない」社会を目指して

TOPIC
2

●企業意識の変化
　20 世紀以降、気候変動や生物多
様性の危機、プラスチック問題、
CO2 排出問題など、地球規模での
社会問題が明らかになってきまし
た。そしてその原因は、人類の経
済活動が大きく影響しているとし
て、企業に対し、環境問題への取
り組みが求められるようになりま
した。近年では、企業利益の追求
だけでなく、社会の一員として人
権や環境に配慮するなど、「企業
の社会的責任（CSR）」の考え方
も普及しています。
　また企業経営においては、経
済・社会・環境の 3 つの視点が重
視されるようになりました。投資
活動でも、E( 環境 )・S( 社会 )・
G( ガバナンス ) の観点から、中
長期的な成長を志向する企業に投
資する動きが高まっています。今
後はさらに、環境や社会に対する
取り組みが企業の成長・発展・存
続に重要な影響を与えるとして、
SDGs の活用が注目されています。
●企業活動とSDGs
　SDGs の基本理念は「誰一人
取り残さない」社会の実現です。
2030 年を目指して、全世界へ向け
た持続可能な 17 の開発目標（ゴー
ル）と、さらに具体的な 169 項目
の達成基準（ターゲット）を掲げ、
世界が直面する社会課題が網羅さ
れています。
　SDGs は、すべての企業に対し、

世界が抱えている課題を解決する
ために行動を起こし、協働するこ
とを求めています。企業は SDGs
を活用することによって、企業イ
メージを向上させることで、社会
における信頼を獲得するなど、多
様なメリットがあります。経営リ
スクを回避し、新たなビジネスチャ
ンスを創出することは、持続可能
な企業へ向けて、様々な可能性を
広げることにつながります。
●SDGsの企業行動指針　
　企業が持続可能性を企業戦力
の中核とし、SDGs に最大限貢
献するための行動指針を SDG 
Compass といい、５つの取り組み
手順があります。
　第１ステップでは、SDGs とは
何か、その説明から始まります。
その目的は、SDGs による解決す
べき課題と目標を理解し、企業に
おいて SDGs がもたらす機会と責
任を認識することです。
　第２ステップでは、各企業の事
業活動の中で、SDGs に貢献でき
る取り組みを探し、その優先課
題を決定する方法が示されていま
す。SDGs がもたらす機会や課題
を事業に活かすためには、各企業
の優先課題を明らかにし、取り組
みの重点化を図ることが重要です。
　第３ステップでは、事業活動を
SDGs と連動させるために、具体
的かつ計測可能で、期限付きの持
続可能な目標を設定する考え方が

示されています。
　第４ステップでは、決定した目
標を組織内に確実に定着させ、持
続可能性を経営に統合させる方法
が示されています。
　第５ステップでは、持続可能性
の達成度や影響について、報告と
コミュニケーションに関しての必
要な項目が示されています。自社
のSDGsへの貢献に関しては、ホー
ムページへの掲載等、進捗状況を
定期的に外部へ報告するなどして
外部とのコミュニケーションを図る
ことが重要であるとされています。
●SDGsの活用に関する資料
　環境省による「SDGs 活用ガイ
ド」とその資料編では、PDCA サ
イクルによる SDGs の取り組み手
順がわかりやすく紹介されていま
す。企業として SDGs に取り組む
ということは、企業にとってのリ
スクとチャンスを具現化すること
であり、まずは行動を起こすこと
を推奨しています。
　SDGs の取り組み方について
は、独立行政法人中小企業基盤整
備機構による「中小企業のための
SDGs 活用ガイドブック」、経済産
業省による「SDGs 経営ガイド」、
GRI・UNGC・WBCSD の３団体
が共同作成した「SDG Compass」
などにも詳細が示されています。
参考資料として、各企業の特色を
生かした取り組みの実践へとつな
げてください。

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals ／エス・ディー・ジーズ）とは、
2030年までに持続可能でよりよい社会を目指す、世界共通の目標です。これからの企業活動にお
いてSDGsをどのように活用すればよいのか、取り組むべき視点をお伝えします。

企業活動

サンプル
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労務トラブル回避

6

当社は、年次有給休暇を雇入れ日方式で付与しています。勤続３年を経過した正社員が、家庭
の事情で事業年度の途中でパートタイマーに雇用形態が変更になりました。この場合、年次有給
休暇はパートタイマーとしての年次有給休暇を与えることでよいのでしょうか。　  （M社総務部）

週所定 
労働時間

週所定 
労働日数

1年間の所定
労働日数

勤続年数
6カ月 1年6カ月 2年6カ月 3年6カ月 4年6カ月 5年6カ月 6年6カ月以上

30時間以上 5日以上 217日以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

30時間未満

5日以上 217日以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
4日 169日～216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日～168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日～120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日～72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

25.925.9

8.08.0

7.57.5

2.62.6

6.96.9

3.93.9

31.531.5

33.933.9

21.321.3

15.115.1

21.421.4

13.513.5

37.037.0

44.944.9

58.258.2

61.561.5

55.755.7

58.458.4

5.65.6

13.213.2

13.113.1

20.820.8

16.016.0

24.224.2

0%0% 20%20% 40%40% 60%60% 80%80% 100%100%
内容を知っている内容を知っている(n=108)(n=108)

おおよその内容を知っているおおよその内容を知っている (n=463)(n=463)

内容をあまり知らない内容をあまり知らない (n=428)(n=428)

内容を知らない内容を知らない(n=192)(n=192)

行動計画はない行動計画はない (n=131)(n=131)

行動計画があるかないかを知らない行動計画があるかないかを知らない (n=178)(n=178)

29.429.4

8.08.0

6.96.9

7.17.1

3.73.7

5.15.1

35.335.3

29.729.7

26.026.0

13.313.3

18.418.4

10.910.9

26.526.5

50.750.7

47.447.4

60.260.2

52.952.9

62.262.2

8.88.8

11.611.6

19.719.7

19.519.5

25.025.0

21.821.8

0%0% 20%20% 40%40% 60%60% 80%80% 100%100%
内容を知っている内容を知っている(n=34)(n=34)

おおよその内容を知っているおおよその内容を知っている(n=138)(n=138)

内容をあまり知らない内容をあまり知らない(n=173)(n=173)

内容を知らない内容を知らない (n=113)(n=113)

行動計画はない行動計画はない (n=136)(n=136)

行動計画があるかないかを知らない行動計画があるかないかを知らない(n=156)(n=156)

管理職になりたい管理職になりたい 管理職に推薦されればなりたい管理職に推薦されればなりたい 管理職にはなりたくない管理職にはなりたくない 考えたことがない考えたことがない

【101人～300人企業  女性】【101人～300人企業  女性】

【301人以上企業  女性】【301人以上企業  女性】

Q.管理職になれるとしたらどう思うか（女性正社員回答）

●女性活躍推進の行動計画について

●女性活躍推進の行動計画について

雇用形態の変更による年次有給休暇付与について

正社員からパートタイマーに変わっても、すでに付与された年次有給休暇の残日数は
そのまま引き継がれる。次の付与基準日からはパートタイマーとして付与される。

COLUMN

行動計画の認知が女性の昇進意欲を高める
女性活躍推進の実態を調査調査

2023. 3 March

こんなときどうする。

今月の
相談

今月の
ポイント

　2016 年に成立した「女性の職業
生活における活躍の推進に関する
法律（女性活躍推進法）」で、労
働者数 301 人以上の企業は女性の
活躍を推進するための行動計画の
策定・公表が義務付けられました。
これを受けて公益財団法人 21 世紀
職業財団では、2018 年から 2 年に
1 度、ダイバーシティ推進・女性
活躍推進の実態把握、課題抽出を
目的とした調査を実施。2022 年に
3 回目となる「男女正社員対象 ダ
イバーシティ & インクルージョン
推進状況調査（2022）」が行われま
した。この調査では、2022 年 4 月
に労働者数 101 人～ 300 人の企業
も女性活躍推進のための行動計画
の策定・公表が義務化されたこと
に着目。従業員101 人以上の企業に
勤務する20 ～59 歳の男女正社員

（管理職以外）に女性活躍推進につ
いての意識調査を行っています。
企業規模が小さいほど
行動計画の認知度が低い
　女性活躍推進の取り組み状況を
男女別かつ企業規模別で見たとこ
ろ、「積極的に行われている」また
は「行われている」と答えた人の
割合は「10,001 人以上の企業」が
最も高く、男性 74.4%、女性 76.3%
でした。この割合は企業規模が
小さくなるほど低く、「101 ～ 300
人の企業」では男性 36.5%、女性
34.3% となっています。行動計画
の認知度も「101 ～ 300 人の企業」

が最も低く、「内容を知っている」
または「おおよその内容を知って
いる」と答えた人の割合は男性が
20.8%、女性が 22.9% でした。ただ、
同回答の割合が最も高い「10,001
人以上の企業」でも男性 35.0%、
女性 48.2％と半数を超えず、認知
度はまだまだ低いようです。
女性活躍推進の取り組みが
「働きがい」につながる
　では、女性活躍推進の取り組み
状況や、労働者の行動計画の認知
度は職場にどのような影響を与え
るのでしょうか。女性の昇進意欲
について行動計画の認知状況別に
見ると、企業規模に関係なく、行
動計画の「内容を知っている」人
は「内容を知らない」人に比べて、

「管理職になりたい」または「管理
職に推薦されればなりたい」の割
合が高くなっています（図参照）。
　女性活躍推進の取り組み状況と
女性の昇進意欲の関係も同様で、
企業規模に関係なく、取り組みが

「積極的に行われている」職場のほ
うが「行われていない」職場より、

「管理職になりたい」または「管理
職に推薦されればなりたい」の割
合が高いという結果が出ています。
　さらに同調査では、女性活躍推
進の取り組みが積極的に行われて
いる職場のほうが男女ともに働きが
いがあると認識している人が多いと
報告しています。職場を活性化する
ためにも行動計画を含む女性活躍
推進の取り組みは重要と言えます。

労働力人口の減少が進む中、経済の活性化には女性の活躍が不可欠です。女性活躍推進法では、
労働者数101人以上の企業に女性活躍推進のための行動計画の策定・公表が義務付けられていま
す。行動計画の策定がなぜ重要なのか、公益財団法人21世紀職業財団の調査結果から考えます。

年次有給休暇は、労働基準法に基づき、週
の所定労働時間、週の所定労働日数、勤続
年数に応じて少なくとも下の表の日数（法定

付与日数）を与えなければなりません。パートタイマー
（以下、パート）で、週の所定労働時間が30時間未満
であり、かつ、週の所定労働日数が4日以下の者、ま
たは週の所定労働日数が変動する者で年間所定労働
日数が216日以下の者には、所定労働日数に応じた日
数を付与しなければなりません（比例付与）。
　なお、年次有給休暇の付与日数は、付与基準日に
おける雇用形態によって判断され、年度の途中で正社
員からパートへ雇用形態の変更があった場合でも、次
の付与基準日まで付与日数が変更されることはありま
せん。たとえば、年次有給休暇の付与基準日が雇入
れ日方式の場合で、勤続3年6カ月経過している正社
員は、既に14日を付与されていることになります。仮
に前年の残日数（繰越分）が5日であった場合、勤続
4年6カ月目までの合計保有日数は19日（14日＋5日）
となります。その者が勤続3年6カ月経過後4年6カ月
目までの途中で正社員からパート（週3日勤務）に変更
された場合でも、新たな付与基準日となる4年6カ月目
までの間はその19日を保有することになります。そし
て、新たな付与基準日の４年6カ月目には、雇用形態
の変更に基づきパートとして比例付与により、新たに9

日の年次有給休暇が付与されることとなります。
　このように雇用形態が途中で変更となっても、年次
有給休暇の付与日数は、あくまで付与基準日の雇用形
態によって決められ、一度付与された年次有給休暇の
権利は取り消されることはありません。また、雇用形
態が変更になっても勤務は継続していますので、新た
な付与基準日に何日付与するかは過去の勤続年数に
比例します。雇用形態が変更になったからといって勤
続年数がリセットされることはなく、通算されます。
　次に、年次有給休暇の取得日の賃金が通常賃金で
支払われるときは、正社員からパートに雇用形態が変
更になると、正社員のときに付与された日数分を取得
する場合の取得日の賃金はパートとしての勤務ですの
で、パートとしての所定労働時間に時間給を乗じた額
を支払うことになります。たとえば、正社員時の1日の
所定労働時間が8時間で1日5時間のパートに切り替
わった場合には、年次有給休暇を1日取得した場合は
5時間分の賃金を支払えばよいことになります。
　なお、月曜日は２時間、火曜日は５時間など日によっ
て労働時間が異なるパートの場合には、年次有給休
暇を取得したその日の所定労働時間分の賃金を支払う
か、労働基準法の平均賃金（過去３カ月分の賃金の平
均額）を支払うかなど、パートが年次有給休暇を取得
した場合の賃金について決めておく必要があります。

出典：「男女正社員対象 ダイバーシティ & インクルージョン推進状況調査（2022）」（公益財団法人 21 世紀職業財団）

年次有給休暇の付与日数

サンプル
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ストレスマネジメントで心の健康を

　コロナ禍も４年目に入りましたが、いまだ収束の見通しは
立ちません。コロナ禍のストレスについて日本労働組合総連
合会（連合）が「コロナ禍における職業生活のストレスに関
する調査 2022」を実施したところ、36.6% の人がコロナ禍
前と比べて仕事や職業生活に関してのストレスが「増えた」
と答えています。「減った」と答えた人は 8.3% にとどまり、
新型コロナウイルス感染症への対策で働き方や仕事内容に変
化が生じたことがストレスの要因となっているようです。
　従業員のストレスマネジメン
トは企業の務めです。そのため
の指標となる検査が「ストレス
チェック」で、労働安全衛生法
では労働者 50 人以上の事業所
は毎年１回、医師や保健師によ
る労働者への検査の実施が義務付けられています。しかし、
同調査では 50 人以上の事業所の 13.9% が実施していないよ
うです。また、50 人未満の事業所は現状「努力義務」となっ
ていることもあるからか、47.0% が未実施と答えています。
　ストレスチェックは従業員のメンタルヘルスの不調を未然
に防いだり、職場環境の改善につながったりするため、従業
員数に関係なく行うことが望ましいとされています。それで
も実施が難しい場合は、厚生労働省のポータルサイト「ここ
ろの耳」で中小企業に向けた対策を紹介しているので参考に
しましょう。また、同省ではコロナ禍で増えているというテ
レワークで感じるストレスの対策をまとめた「テレワークにお
けるメンタルヘルス対策のための手引き」も公開しています。 

はたらく百景
H a t a r a k u - H y a k k e i

４月１日から賃金のデジタル払いが解禁になります。支
払先口座の残高は 100 万円を上限とするなどの一定
の要件があるものの、社会の変化に応じた賃金の支
払い方法の多様化は企業評価につながります。新年
度を前に検討している場合はまず、社内のニーズを確
認してみましょう。

※編集後記の記載内容は今後の掲載を約束するものではありません。

編 集 後 記

サンプル




